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○神戸町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱 

平成27年３月25日 

教委告示第４号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、私立幼稚園に就園する幼児に係る入園料及び保育料（以

下「保育料等」という。）を当該幼稚園の設置者（以下「設置者」という。）

が減免する場合に、神戸町が行う私立幼稚園就園奨励費補助金（以下「補助

金」という。）の交付について、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象及び補助金額） 

第２条 私立幼稚園の設置者が、当該幼稚園に在園する３歳児、４歳児及び５

歳児（当該年度の４月１日現在の満年齢をいう。）のうち神戸町に住所を有

する者の保護者に対し、保育料等を減免する場合に別表に定める範囲内にお

いて補助を行うものとする。 

２ 世帯の階層区分に係る課税額の算定については、園児と同一世帯に属して

生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者の町民税所得割課税額の

合計額とする。ただし、単身赴任等で実際には居住が別の場合でも扶養にと

るなど経済的に同一性があると思われる場合には、同一世帯として取り扱う。 

（交付申請） 

第３条 補助を受けようとする設置者は、私立幼稚園就園奨励費補助金交付申

請書（様式第１号）を次の各号に掲げる書類を添えて指定する期日までに町

長に提出しなければならない。 

(１) 事業計画書（様式第２号の１、様式第２号の２） 

(２) 保育料等減免措置に関する調書（様式第３号。以下「調書」という。） 

(３) 園則及び入園要項等 

２ 前項第２号の調書には、町長が必要でないと認める場合を除き、減免を実

施した保護者の世帯に係る町民税の課税（非課税）証明書又は町民税の納税

通知書の写しを添付するものとする。ただし、生活保護法（昭和25年法律第

144号）の規定による保護を受けている世帯にあっては、福祉事務所長の証明

をもってこれに代えることができるものとする。 
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３ 第１項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により交付申請書が申請期

限後に提出され、かつ、補助対象に該当すると認められるときは、当該申請

を受け付けるものとする。この場合において、補助金の交付の対象は、交付

申請書が提出された日の属する月の翌月からの保育料等に限るものとする。 

（交付決定） 

第４条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の

審査等により補助金の交付の適否を決定し、補助金交付決定通知書（様式第

４号）により当該申請をした設置者に通知するものとする。 

２ 補助金の交付の決定を受けた設置者は、私立幼稚園就園奨励費補助金に係

る減免措置の方法に関する報告書（様式第５号）を速やかに町長に報告する

ものとする。 

（請求） 

第５条 設置者は、前条の報告にあわせ、私立幼稚園就園奨励費補助金請求書

（様式第６号）を町長に提出するものとする。 

（実績報告） 

第６条 補助金の交付を受けた設置者は、減免措置を完了した後15日以内又は

補助金交付決定通知のあった年度の３月20日のいずれか早い日までに私立幼

稚園就園奨励費補助金に係る実績報告書（様式第７号の１、様式第７号の２）

を町長に提出するものとする。 

（証拠書類の整備） 

第７条 補助金の交付を受けた設置者は、保育料等の減免をしたことを明らか

にした証拠書類として、保育料等の減免について（様式第８号）を備えてお

かなければならない。 

２ 町長は、補助金の交付の事務処理上必要と認めるときは、前項の書類の提

出を求めることができる。 

（その他） 

第８条 この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。 

付 則 

この告示は、平成27年４月１日から施行する。 
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別表（第２条関係） 

区分 補助対

象経費 

補助限度額（年額） 

従来条件 新条件 

第１子又は兄姉が幼稚

園に同時就園している

場合 

小学校１～３年生に兄

姉がいる場合 

多子区分 補助限度額 

（１人年

額） 

多子区分 補助限度額 

（１人年額） 

Ⅰ 生活保護法の規定

による保護を受け

ている世帯 

入園

料、保

育料の

合計額 

第１子 308,000円 第２子 308,000円 

第２子 308,000円 第３子以降 308,000円 

第３子以降 308,000円 

Ⅱ 当該年度に納付す

べき町民税が非課

税となる世帯 

第１子 190,400円 第２子 203,000円 

第２子 203,000円 第３子以降 308,000円 

当該年度に納付す

べき町民税の所得

割が非課税となる

世帯 

第３子以降 308,000円 

Ⅲ 当該年度に納付す

べき町民税の所得

割課税額が77,100

円以下の世帯 

第１子 80,600円 第２子 147,700円 

第２子 147,700円 第３子以降 308,000円 

第３子以降 308,000円 

Ⅳ 当該年度に納付す

べき町民税の所得

割課税額が211,200

円以下の世帯 

第１子 43,500円 第２子 129,500円 

第２子 129,500円 第３子以降 308,000円 

第３子以降 308,000円 

上記区分以外の世帯 第２子 107,800円 第２子 107,800円 
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第３子以降 308,000円 第３子以降 308,000円 

注１ 世帯構成員中２人以上に所得がある場合は所得割課税額を合算する。 

２ 年度の中途に入園し、又は退園した場合の補助限度額は、次の算式によ

り減額して適用する。 

上記の単価×（保育料の支払い月数＋３）÷15（百円未満を四捨五入） 

３ 実際の支払額が限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。 

４ 町民税の所得割課税額については、住宅借入金等特別税額控除前の所得

割課税額を用いて、所得階層区分を決定する。 

５ 従来条件の第１子とは、１人就園の場合及び同一世帯から２人以上就園

している場合の最年長者をいい、第２子とは、同一世帯から２人以上就園

している次年長者をいい、第３子以降とは、同一世帯から３人以上就園し

ている場合の上記以外の園児をいう。 

６ 新条件の第２子とは、小学校１～３年生の兄姉を１人有しており、就園

している場合の最年長者をいい、第３子以降とは、小学校１～３年生の兄

姉を１人有しており、同一世帯から２人以上就園している場合の上記以外

の園児及び小学校１～３年生の兄姉を２人以上有している園児をいう。 
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様式第１号（第３条関係） 

様式第２号の１（第３条関係） 

様式第２号の２（第３条関係） 

様式第３号（第３条関係） 

様式第４号（第４条関係） 

様式第５号（第４条関係） 

様式第６号（第５条関係） 

様式第７号の１（第６条関係） 

様式第７号の２（第６条関係） 

様式第８号（第７条関係） 

 


